
 

2020 年 2 月 10 日 

 

公益財団法人日本バスケットボール協会 

2019 年度 第 6 回理事会 報告 
 

日時：2020 年 2 月 10 日（月） 13:30～15:10 

会場：JBA 会議室  

 

【報告内容】 

1.  幹部会承認事項の追認について 

2.  オーストラリア森林火災支援金の贈呈について 

3.  U18 審判員の大会・研修会講習会参加手続きおよび謝金等について 

4.  その他、報告事項 

以上  

 



 

1. 幹部会承認事項の追認について 

 

過日行われた2019年度第4回幹部会（2020年1月21日）にて承認された下記3件が追認された。 

 

<追認内容>  

1. 2020 年度以降のウインターカップおよび U15 選手権大会の大会日程の変更 

① ウインターカップの開催日程 

【日程】 2020年12月23日（水）～29日（火）の7日間 

【会場（予定）】東京体育館、墨田区総合体育館 

② U15 選手権の開催日程 

【日程】 2021年1月3日（日）～11 日（月・祝）の間の4日間 

【会場（予定）】武蔵野の森総合スポーツプラザまたは代々木第一、第二体育館 

 

2. 東京 2020 オリンピック・バスケットボール競技の組合せ抽選会の開催 

【主催】 FIBA  【主管】 JBA   

【日程】 2020 年 3 月 21 日（土）18：00 

【会場】 ザ・プリンス パークタワー東京 

 

3. ヤフー株式会社との 3x3 スポンサー契約（新規スポンサーシップ）について 

【契約先】  ヤフー株式会社  

【カテゴリー】  インターネットにおける情報・ナビゲーションサービス  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. オーストラリア森林火災支援金の贈呈について  

 

2019年9月頃からオーストラリア・ニューサウスウェールズ州を中心に発生した森林火災

に対し、オーストラリアバスケットボール協会に対し、支援金を贈呈することが承認され

た。 

 

<支援金額> 

     10,000 オーストラリアドル（約 70 万円） 

 

<背景>  

2019年9月頃からオーストラリア・ニューサウスウェールズ州を中心に森林火災が頻発し、2020年

2月現在でも被害が継続し、類焼面積10,000,000ヘクタール超、建物被害5,000棟超、死者約

30名となっている。 

オーストラリアバスケットボール（Basketball Australia）協会会長等と状況を確認したが、オース

トラリアバスケットボール協会加盟チームにおいてもユニフォームやボール等の焼失などの被害

を受けているとのこと。 

JBAとオーストラリアバスケットボール協会は2018年10月にパートナーシップ契約を締結しており、

男女代表チームの交流、指導者育成等における重要なパートナー国であり、JBA としても可能

な限り支援を行うべきとの判断となった。 

 



 

3. U18 審判員の大会・研修会講習会参加手続きおよび謝金等について  

 

都道府県においてU18審判員が各種大会・研修会講習会に参加する手続き等が明確になっ

ていないため、全国での対応を統一することを目的とした、U18 審判員の大会・研修会

講習会参加手続きおよび謝金等について承認された。 

 

<承認内容>  

1．U18 審判員の大会・研修会講習会参加手続きについて 

①中体連および高体連主催大会においては、所属学校および保護者の承諾を必要と 

する。 

②JBA および PBA 等協会主催大会・研修会講習会においては、保護者の承諾を必要と

する。 

2．U１８審判員の謝金および交通費等の取扱いについて 

①中体連および高体連主催大会においては謝金支給なしとする。ただし、JBA および

PBA 等協会主催大会においては一般の審判員と同様に支給する。 

②交通費および弁当の支給については U18 審判員の大会参加状況を確認し支給可と 

する。 

※部活動に加入し、プレーヤーとともに学校単位で参加し移動している場合等は交通費

および弁当の支給は不要とする。 

 

<その他> 

・本手続きにより U18 審判員の全国大会等参加が可能となる。 

・本件以降、確認事項における詳細および統一様式の修正等が必要となった場合は、事務総

長決裁とする。 

 



 

4. その他、報告事項  

 

2019年5月24日に改選されたWJBL役員のＪＢＡ理事会報告が未済だったため、本理事会にて 

改めて改選役員について報告された。 

 

<役員一覧>  

 

 【任期】 2019 年 5 月 24 日～2021 年の定時社員総会終結の時まで 

 

 

以上  


